
事  務  連  絡   

令和元年５月 10 日  

  都道府県 

各 指定都市 認定こども園担当課 御中 

  中 核 市 

 

内閣府子ども・子育て本部参事官付 

                              （認定こども園担当） 

 

認定こども園での保育における安全管理の徹底について 

 

 

認定こども園行政の推進については、日頃より格段の御尽力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

先般、滋賀県大津市において、保育所外での移動中に園児２名が亡くなるという大変痛ま

しい事故が発生しました。 

認定こども園における事故防止及び安全対策については、幼保連携型認定こども園教育・

保育要領（平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号。）及びその解説等に記載

しているところであり（別紙参照）、認定こども園外での活動の際の移動経路の安全性や職

員の体制などの再確認を含め、改めてその取扱いの徹底を管内市町村及び認定こども園に周

知いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

                                    （本件担当） 

                                        内閣府子ども・子育て本部参事官付 

                                    （認定こども園担当） 

                                           Tel：03（6257）3095 

                                           Fax：03（3581）2521 

 

  



 

 
 

（別紙） 

○ 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

（平成 30 年３月 内閣府・文部科学省・厚生労働省）（抄） 

 

第１章 総則 

第２  教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画等 

２  指導計画の作成と園児の理解に基づいた評価 

（３）指導計画の作成上の留意事項 

コ 園児の生活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつものであるこ

とに留意し、家庭との連携を十分に図るなど、幼保連携型認定こども園における生活が

家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにするものとする。その際、地域の

自然、高齢者や異年齢の子どもなどを含む人材、行事や公共施設などの地域の資源を積

極的に活用し、園児が豊かな生活体験を得られるように工夫するものとする。また、家

庭との連携に当たっては、保護者との情報交換の機会を設けたり、保護者と園児との活

動の機会を設けたりなどすることを通じて、保護者の乳幼児期の教育及び保育に関する

理解が深まるよう配慮するものとする。 

（解説） 

（略） 

さらに、最近の園児は、情報化が急激に進んだ社会の中で多くの間接情報に囲まれて生活

しており、自然と触れ合ったり、地域で異年齢の子どもたちと遊んだり、働く人と触れ合っ

たり、高齢者をはじめ幅広い世代と交流したりするなどの直接的、具体的な体験が不足して

いる。このため、地域の資源を活用し、園児の心を揺り動かすような豊かな体験が得られる

機会を積極的に設けていく必要がある。 

特に、自然の中で園児が豊かな生活体験をすることが大切であり、家庭との連携を図りな

がら、近隣の自然公園や自然の中にある宿泊施設の活用なども考えていくことが必要である。

このような園外の活動は、園児の発達を十分に考慮した計画の下に実施する必要があり、保

護者の参加なども考え、安全に配慮して実施することが必要である。豊かな自然の中で、保

育教諭等や友達と共に宿泊したり、様々な活動をしたりすることは、自立心を育て、人と関

わる力を養い、園児の記憶の中に楽しい思い出として残るであろう。 

（略） 

 

第３章 健康及び安全 

第３ 環境及び衛生管理並びに安全管理 

２ 事故防止及び安全対策 

(1) 在園時の事故防止のために、園児の心身の状態等を踏まえつつ、認定こども園法第 

27 条において準用する学校保健安全法第 27 条の学校安全計画の策定等を通じ、全職員

の共通理解や体制づくりを図るとともに、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導

を行うこと。 



 

 
 

(2) 事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場

面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、園児の主体的な活動を大切にしつつ、施

設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じること。 

(3) 認定こども園法第 27 条において準用する学校保健安全法第 29 条の危険等発生時対

処要領に基づき、事故の発生に備えるとともに施設内外の危険個所の点検や訓練を実施

すること。また、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に

備え必要な対応を行うこと。更に、園児の精神保健面における対応に留意すること。 

（解説） 

（１）日常の安全管理 

園児の環境の安全は、重要な課題である。安全点検表を作成して、施設、設備、遊具、玩

具、用具、園庭等を定期的に点検し、安全性の確保や機能の保持など具体的な点検項目や点

検日及び点検者を定めることが必要である。また、遊具の安全基準や規格などについて熟知

し、専門技術者による定期点検を実施することが重要である。 

園児が日常的に利用する散歩経路や公園等についても、異常や危険性がないか、工事箇所

や交通量等を含めて点検し記録を付けるなど、その情報を全職員で共有するなど園児の安全

を確保することが大切である。 

学校保健安全法第 29 条においては、危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作

成等について、次のとおり規定されている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事故予防と事故対応 

 

（２）事故予防と事故対応 

事故防止のために、日常どのような点に留意すべきかについて、学校安全計画や危険等発

生時対処要領（危機管理マニュアル）等を作成し、その周知を図ることが重要である。 

 日常的な事故予防では、あと一歩で事故になるところだったという、ヒヤリ・ハットした

学校保健安全法（昭和 33年法律第 56号） 

※ 認定こども園法第 27条等による読替後 

（危険等発生時対処要領の作成等） 

第 29条 幼保連携型認定こども園においては、園児の安全の確保を図るため、当該幼保

連携型認定こども園の実情に応じて、危険等発生時において当該幼保連携型認定こど

も園の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領（次項において「危

険等発生時対処要領」という。）を作成するものとする。 

２ 園長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発

生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 幼保連携型認定こども園においては、事故等により園児に危害が生じた場合におい

て、当該園児及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受

けた園児その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支

援を行うものとする。この場合においては、第 10条の規定を準用する。 



 

 
 

出来事を記録、分析し、事故予防対策に活用することが大切である。 

 園児の発達との関係では、事故は、乳幼児の発達の特性と密接な関わりをもって発生する

ことが多く、保育教諭等は、園児の発達の特性と事故との関わりを理解することが大切であ

る。 

 園児の動静については、常に全員の園児を把握することが必要であり、観察の空白時間が

生じないよう職員間の連携を密にすることが大切である。また、午睡を含め、園児の安全の

観察に当たっては、園児一人一人を確実に観察することが重要である。 

 さらに、事故が生じた場合には、必要に応じて迅速に応急処置、救急蘇生を行うとともに、

緊急度に応じて救急車の出動の要請、保護者及び学校医への連絡等を行うことが重要である。

保護者への説明では、緊急時には早急にまた簡潔に要点を伝え、事故原因等については、改

めて具体的に説明することが必要である。 

 適切かつ迅速に対応できるよう、あらかじめ対応を整理し体制を整えるとともに、事故発

生時の訓練等もしておく必要がある。 

 

（４）危機管理 

重大事故や不審者の侵入等、園児に大きな影響を及ぼすおそれのある事態に至った際の危

機管理についても、危険発生時対処要領に沿った実践的な訓練、園内研修の充実等を通じて、

全職員が把握しておくことが必要である。 

例えば、緊急時の役割分担を決め、見やすい場所に掲示しておくことが、全職員の共通理

解を図る上で有効である。重大事故発生時の対応における役割分担を決める際には、応急処

置、救急蘇生、救急車の出動の要請、医療機関への同行、事故の記録と保護者及び学校医や

関係機関等への連絡等といった具体的な行為に関する分担と、指示系統を明確にしておく。

不審者の侵入など不測の事態に関しても、その防止措置を含め、対応の具体的内容や手順、

指示の流れなどを職員間で確認しておくことが求められる。 

 保護者への説明は、緊急時には早急かつ簡潔に要点を伝え、事故原因等詳細については、

事故の記録を参考にして改めて具体的に説明する。 

日常の備えとして、各職員の緊急連絡網、医療機関及び関係機関のリスト、保護者の緊急

連絡先を事前に整理しておくことが重要である。119番通報の際の要点を事務室に掲示した

り、園外活動等の際に携帯したりすることも有効である。 

さらに、緊急時に備えた連絡体制や協力体制を保護者や、消防、警察、医療機関などの関

係機関との間で整えておくとともに、地域とのコミュニケーションを積極的にとり、あらか

じめ緊急時の協力や援助を依頼しておく。 

また、施設内で緊急事態が発生した際には、保育教諭等は園児の安全を確保し、園児や保

護者が不安にならないよう、冷静に対応することが求められる。 

園児が緊急事態を目前に体験した場合には、強い恐怖感や不安感により、情緒的に不安定

になる場合もある（心的外傷後ストレス障害－PTSD：Post Traumatic Stress Disorder）。

このような場合には、小児精神科医や臨床心理士等による援助を受けて、園児と保護者の心

身の健康に配慮することも必要となる。 


